
政
令
第
三
百
十
五
号 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
五
条
前
段
（
同
法
第
三
十
八
条
第

一
項
及
び
第
三
十
八
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
第
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
権
利
（
」
の
下
に
「
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律

第
四
十
八
号
）
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
匿
名
組
合
契
約
（
当
該
匿
名
組
合
契
約
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
営
業
の
内

容
が
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
相

当
す
る
も
の
の
み
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
当
該
営
業
に
お
い
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
つ

(1)

(4)

い
て
、
当
該
匿
名
組
合
契
約
に
お
い
て
そ
の
銘
柄
を
特
定
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
基
づ
く
権
利
（
匿
名
組
合
員
と
し
て

 

有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
」
を
加
え
、
「
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
」
を
削
る
。

附　

則 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理　

由 

地
方
公
務
員
共
済
組
合
等
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
等
の
運
用
の
対
象
と
な
る
有
価
証
券
に
つ
い

 

て
、
特
定
の
匿
名
組
合
契
約
に
基
づ
く
権
利
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


